
19 平成 30 年 8 月

お
知
ら
せ

平
成
30
年
度

手
話
奉
仕
員
養
成
講
習
会【
入
門
編
】受
講
者
募
集

　

き
こ
え
な
い
・
き
こ
え
に
く
い
人
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
を
行
う
手
話
奉

仕
員
を
養
成
す
る
講
習
会
で
す
。

◆
内
容　

厚
生
労
働
省
手
話
奉
仕
員
養
成

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
準
じ
て
実
施
。（
実
技
、

聴
覚
障
が
い
者
福
祉
等
に
関
す
る
講
義
）

◆
対
象　

き
こ
え
な
い
・
き
こ
え
に
く
い

人
等
の
福
祉
に
理
解
と
熱
意
を
有
す
る

方
（
高
校
生
以
上
）

◆
受
講
期
間

　

10
月
4
日
～
平
成
31
年
3
月
7
日　

 

18
時
45
分
～
20
時
45
分　

毎
週
木
曜
日

（
全
21
回
）

◆
会
場　

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー
ほ
か

◆
定
員　

40
人　

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

◆
受
講
料　

２
，０
０
０
円

 

（
テ
キ
ス
ト
代
が
別
途
必
要
で
す
）

◆
申
込
方
法
及
び
申
込
期
限

◎
受
講
申
込
方
法

 

【
郵
送
の
方
】
手
話
奉
仕
員
養
成
講
習
会

受
講
申
込
書
に
記
入
し
、
申
込
書
記
載

の
住
所
宛
に
「
手
話
奉
仕
員
養
成
講
習

会
受
講
申
込
書
」
在
中
と
赤
で
記
入
の

う
え
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

	

【
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
方
】
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
信
後
、
問
い

合
わ
せ
先
へ
確
認
の
電
話
を
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
申
込
締
切　

9
月
19
日
（
水
）
必
着

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先	

 

鳥
取
県
中
部
聴
覚
障
が
い
者
セ
ン
タ
ー

 

〒
６
８
２
‐
０
８
２
２

 

倉
吉
市
葵
町
７
２
４
‐
15

☎　

０
８
５
８
‐
27
‐
２
３
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
８
５
８
‐
27
‐
２
３
６
０

人
事
異
動

【
７
月
１
日
付
け
】

（
＊
か
っ
こ
内
は
旧
任
）

○
課
長
級
▼
財
務
課
課
長　

金
田
茂
之
（
総

務
課
参
事
兼
検
査
専
門
員
）
▼
こ
ど
も

課
課
長　

田
中
真
弓
（
健
康
対
策
課
子

育
て
支
援
室
室
長
）

○
課
長
補
佐
級
▼
総
務
課
課
長
補
佐　

小

椋
純
一
（
総
務
課
主
幹
）
▼
財
務
課
課

長
補
佐　

山
下
佳
恵
（
農
業
委
員
会
事

務
局
局
長
補
佐
）
▼
こ
ど
も
課
課
長
補

佐　

深
田
智
子
（
総
務
課
主
幹
）

○
主
幹
級
▼
総
務
課
主
幹　

汐
田
美
穂
（
人

権
・
社
会
教
育
課　

人
権
推
進
室
主
幹
）

▼
総
務
課
主
幹　

生
田
真
理
子
（
企
画

情
報
課
主
幹
）
▼
総
務
課
主
幹　

妹
尾

ゆ
か
り
（
地
籍
調
査
課
総
合
窓
口
室
主

幹
）
▼
財
務
課
主
幹　

木
町
由
佳
理
（
建

設
課
主
幹
）
▼
財
務
課
主
幹　

提
嶋
護

大
（
総
務
課
主
幹
）
▼
財
務
課
主
幹　

中
田
浩
司
（
総
務
課
主
幹
）
▼
税
務
課

主
幹　

天
島
か
お
り
（
幼
児
・
学
校
教

育
課
幼
児
教
育
室
主
幹
）
▼
住
民
課
主

幹　

枝
谷
昌
紀
（
建
設
課
総
合
窓
口
室

主
幹
）
▼
福
祉
介
護
課
人
権
推
進
室
主

幹　

高
虫
裕
幸
（
総
務
課
主
幹
）
▼
こ

ど
も
課
主
幹　

黒
見
恵
美
（
健
康
対
策

課
主
幹
）
▼
こ
ど
も
課
主
幹
管
理
栄
養

士　

野
口
千
晴
（
健
康
対
策
課
主
幹
管

理
栄
養
士
）
▼
農
業
委
員
会
事
務
局
主

幹　

齋
木
貴
敬
（
住
民
生
活
課
主
幹
）

○
主
任
級
▼
財
務
課
主
任　

田
中
彰
（
総

務
課
主
任
）
▼
こ
ど
も
課
主
任
保
健
師　

金
田
夏
美
（
健
康
対
策
課
子
育
て
支
援

室
主
任
保
健
師
）

○
主
事
級
▼
総
務
課
主
事　

吉
岡
幸
太
郎

（
企
画
情
報
課　

主
事
）

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

　

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企

業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

★
特
長

◎
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、
申

込
手
続
き
は
簡
単
で
す
。

◎
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

◎
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

◎
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要

経
費
と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額

非
課
税
と
な
り
ま
す
。

◎
事
業
主
が
か
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企

業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

建
退
共
鳥
取
支
部

（
鳥
取
県
建
設
会
館
内
）

☎
０
８
５
７
‐
24
‐
２
２
８
１


